
毎月勤労統計調査について
≪事務・事業説明資料≫

資料１



毎月勤労統計調査の概要

≪基礎データ≫

≪予算≫

22年度 21年度 20年度

全体 10.3億円 11.1億円 11.1億円

厚生労働省本省 1.1億円 1.9億円 1.7億円

都道府県（委託） 9.2億円 9.2億円 9.3億円

≪組織体制≫

厚生労働
省

大臣官房統計情
報部雇用統計課

毎勤担当
１４人

都道府県 統計主管課
統計調査員
５，０６１人

全国調査 地方調査 特別調査

目
的

我が国の賃金、労
働時間及び雇用の
変動状況を毎月把
握

都道府県別の賃金、
労働時間及び雇用の
変動状況を毎月把握

小規模事業所の状
況を年１回把握し、
全国調査、地方調
査を補完

対
象

常用労働者５人以
上の事業所
3.3万（※183.2万）

常用労働者５人以上
の事業所
全国+1.1万（※同左）

常用労働者１～４
人の事業所
2.5万（※219.5万）

内
容

事業所内の労働者数、1か月間の賃金総額、
延労働時間数等を調査し、1人1月当たりの賃
金、労働時間等を公表
調査方法：常用労働者30人以上事業所は郵
送又はオンライン、常用労働者5～29人事業
所は調査員又はオンライン

労働者ごと賃金、
労働時間等を調査
し、1人1月当たりの
賃金等を公表
調査方法：調査員

※は、平成18年事業所・企業統計調査における全事業所数。

厚生労働省

常用労働
者30人以
上事業所
（2.2万）

常用労働
者5～29人
事業所
（2.2万）

常用労働
者1～4人
事業所
（2.5万）

毎月調査 年1回調査

都道府県

統 計
調査員

統 計
調査員郵送

オンライン
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調査票（オンライン）

調査票（オンライン）

毎月勤労統計調査の業務及び資金の流れ（フロー）図

都道府県への委託費
（９．２億円）

民間への委託費
（１．０億円）
①調査票の印刷
②報告書の印刷
③調査票の発送

④データ入力（全国調査、特別調
査）
⑤オンラインシステムの運用

本省経費
（３４８万円）
①調査票点検補助（特別調査）、
事業所名簿整理などのための臨
時雇賃金
②会議への出席旅費

厚生労働省
２２年度予算 １０．３億円

都道府県

統計調査員手当
（７．３億円）

統計調査員旅費
（０．７億円）

都道府県経費
（１．３億円）
①データ入力（地方調査）

②調査票点検補助（地方調査）
などのための臨時雇賃金

③調査対象事業所への郵送費
用（往復）
④厚生労働省への郵送費用
⑤報告書の印刷
⑥調査対象事業所への謝礼品
⑦会議への出席旅費

統計調査員手当
（７．３億円）
①事業所名簿の作成

②調査票の配布・回収・審査
（全国調査、地方調査）

③調査対象事業所への訪問・
聞き取りによる調査票の作成
（特別調査）

統計調査員旅費
（０．７億円）
①実地調査に係る旅費
②訓練会への出席に係る旅費

統計調査員

資金

常用労
働者5
～29人
事業所

常用労
働者1
～4人
事業所

常用労
働者30

人以上
事業所

資金

調査
票

調査
票

調査
票

調査
票

調査
票

調査
票

調査票（郵送）
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毎月勤労統計調査の意義

※ 迅速な判断の資料となるため、速報性と正確性（精度）が必要
① 調査月の翌月末頃に速報として公表（全国調査）
② より多くの調査票を回収し、精度を高める

（確報で８５％強の回収率）

重要な公的統計である基幹統計(＊)の一つである。月例経済報告、景気
動向指数にも使われており、景気判断や各種政策に活用されている。

＜景気判断＞
① 月例経済報告及び月例労働経済報告

・・・賃金指数の動向、製造業所定外労働時間指数等
② 景気動向指数・・・製造業所定外労働時間指数

（一致系列１１のうちのひとつ）
製造業常用雇用指数
（遅行系列６のうちのひとつ）

③ ＧＤＰ四半期推計・・・賃金指数（現金給与総額）等
④ 県民経済計算・・・都道府県別の現金給与総額等

＜政策の基礎資料＞
① 労災保険の休業給付（平成20年度給付総額1,124億円）基礎日額及

び年金給付（同3,973億円）基礎日額の改訂の基準（毎月勤労統計調
査の結果を基にすることが法定されている）

② 雇用保険の求職者給付（平成20年度一般求職者給付総額9,247億円）
の基本手当日額等の改訂の基準（毎月勤労統計調査の結果を基にする
ことが法定されている）

③ 最低賃金の改定審議における基礎資料

＜その他＞
① 民間シンクタンクの経済レポート等

本調査の特色
① 月次で賃金、労働時間、雇用を
一体的に調査し、その変動を把握・
公表する唯一の統計
（全国調査、地方調査）
② 小規模事業所における賃金、労
働時間を一体的に調査し、その動向
を把握・公表する唯一の統計
（特別調査）

【本調査の沿革】
全国調査の前身は、大正12年開始の

「職工賃銀毎月調査」等。
昭和26年に、総理府から旧労働省の所

管となるとともに、地方調査が開始され
た。
昭和32年に特別調査が開始された。

＊ 基幹統計
政府統計のうち、全国的な政策を企画

立案・実施する上で特に重要な統計等と
して、総務大臣が統計実施大臣に協議し、
統計委員会（内閣府に設置）の意見を聞
いた上で指定する統計。
統計実施大臣は、調査の範囲、項目、

基準日、方法等について、総務大臣の承
認を受けるとともに、これらを変更しよ
うとする場合についても、総務大臣の承
認を受けなければならない。総務大臣は
統計委員会の意見を聞いた上で、これら
の承認を行う。
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雇用情勢は、依然として厳しいものの、この
ところ持ち直しの動きがみられる。・・・
（中略）製造業の残業時間は生産が持ち直し
ていることを反映し、増加している。
賃金をみると、定期給与は持ち直しの動き

がみられる。現金給与総額は下げ止まりつつ
ある。

＜内閣府「月例経済報告」（平成22年５月）より抜粋＞
＜新聞掲載記事＞

（全国調査平成21年平均結果速報）
（H22.2.2 日経新聞夕刊１面）

毎月勤労統計調査の成果
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これまでの取り組み

＜コスト削減＞
① オンラインによる調査票の受付（平成１３年度より）

統計調査員の稼働を減らし、コスト削減
（平成２１年度オンライン化実績２１．９％）
（▲１億円（オンライン化していなかった場合との比較））

② 統計調査員による調査票の配布を年１回に削減（平成１９年度より）
統計調査員の稼働を減らし、コスト削減
（１２回→１回、 ▲１，６３０万円（１２回の場合との比較））

③ 新聞広告の廃止（平成２２年度より）（▲３２６万円）

＜システム最適化＞
① 調査票のオンライン受付を独自システムから府省共同利用システムへ移行し、コスト削減

（平成２１年度より）
（運用経費 ▲５，３３１万円（移行前の年間運用経費との比較））

＜記入者負担の軽減＞
① 連続して調査対象とならないよう配慮
② オンライン調査において、基礎項目や前月分データを調査対象事業所に事前に提示（平成

１３年度より）

＜利用者の利便性向上＞
① 毎月公表している全国調査（速・確報）について、資料配布と同時にインターネットでも情

報提供（平成１９年度より）
② 政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）に提供データを移行（平成１９年度より）
③ 長期時系列データのインターネット提供拡充（産業中分類までのデータを拡充）（平成２１

年度より）
④ 閲覧のみであった最新月の詳細データをインターネットでも情報提供（平成２１年度より）
⑤ 産業分類変更前の長期時系列データもインターネットで情報提供（平成２１年度より）

5


